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郡  市  医  師  会  長  殿 

 

 

公益社団法人 宮 城 県 医 師 会 

会  長   佐 藤 和 宏 

（公 印 省 略） 

 

 

医療保険関係通知文の送付について 

 

 

本会活動の推進には、日頃より格段のご指導ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、医療保険関係について、日本医師会より別添のとおり通知がありましたので、

下記の通知文をご送付申し上げます。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご承知おきいただきますとともに、

貴会会員への周知等、特段のご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

（１）令和 6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 

（日医発第 241 号 保険 令和 7年 5月 7日付） 

（２）疑義解釈資料の送付について（その 24） 

（日医発第 242 号 保険 令和 7年 5月 7日付） 

（３）令和 7年度におけるデータ提出加算（A245）及び外来データ提出加算等の取扱

いについて 

（日医発第 244 号 保険 令和 7年 5月 7日付） 

（４）地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導 

に係る適切な研修の更新について 

（日医発第 245 号 保険 令和 7年 5月 7日付） 

（５）療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示 

事項等の一部改正等について 

（日医発第 263 号 保険 令和 7年 5月 8日付） 

 

担当：総務部総務課 

TEL 022－227－1591 FAX 022－266－1480 

E-mail：mma@miyagi.med.or.jp 



日医発第 241 号（保険） 

令和７年５月７日 

 

都道府県医師会 

社会保険担当理事 殿 

 

日本医師会常任理事 

長 島 公 之 

（公印省略） 

 

 

 
令和６年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 

 
 

令和６年度診療報酬改定に関する情報等につきましては、令和６年３月７日付け（日医発 

第 2149 号（保険））「令和６年度診療報酬改定に係る省令、告示、通知のご案内について」

等により、逐次ご連絡申し上げているところであります。 

今般、基本診療料及び特掲診療料の施設基準並びにその届出について、厚生労働省保険局

医療課より事務連絡がありましたので、取り急ぎご連絡申し上げます。 

今回の取扱いは、令和７年６月１日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされてい

るもの等について届出漏れが生じないよう取りまとめたものとなっております。また、別紙

の届出対象について、令和７年６月６日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審

査を終え届出の受理が行われたものにつきましては、同月１日に遡って算定することが可能

であります。 

つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

【添付資料】 

令和６年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 

（令和７年４月 25 日 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 

 



 
事 務 連 絡 

令和７年４月 25 日 

 

地方厚生（支）局医療課  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

令和６年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 

 

 

基本診療料及び特掲診療料等の施設基準並びにその届出に関する手続きについては、

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和６年３

月５日保医発0305第５号）及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの

取扱いについて」（令和６年３月５日保医発0305第６号）により示しているところである

が、当該通知の第４表２に掲げる項目であって、その項目を令和７年６月１日以降も引き

続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について別紙のとおり取りまとめた

ので、届出漏れ等が生じないよう、その取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いした

い。 

また、別紙の届出対象について、令和７年６月６日までに届出書の提出があり、同月末

日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月１日に遡って算定す

ることができるものとするので、併せてご対応をお願いしたい。 

 

 



令和７年５月31日まで経過措置の施設基準
（別紙）

令和７年６月１日以降も算定する場合に届出が必要なもの

○基本診療料

区分 項番
届出対象

（令和６年３月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関）

経過措置に係る要件（概要） 令和７年６月１日以降、算定する施設基準 届出が必要な様式※

1 歯科外来診療環境体制加算１

令和６年３月31日時点で歯科外来診療環境体制加算１の
施設基準に係る届出を行っている保険医療機関について
は、令和７年５月31日までの間に限り、１の(１)のエ、キ及び
クの基準を満たしているものとする。

歯科外来診療医療安全対策加算１ 別添７、別添７の様式４

2 歯科外来診療環境体制加算２

令和６年３月31日時点で歯科外来診療環境体制加算２の
施設基準に係る届出を行っている保険医療機関について
は、令和７年５月31日までの間に限り、１の(２)のエ及びクの
基準を満たしているものとする。

歯科外来診療医療安全対策加算２
別添７、別添７の様式４
の１の２

3 歯科外来診療環境体制加算１

令和６年３月31日時点で歯科外来診療環境体制加算１の
施設基準に係る届出を行っている保険医療機関について
は、令和７年５月31日までの間に限り、１の（１）のエ及び
（２）のエからサまでの基準を満たしているものとする。

歯科外来診療感染対策加算１、２ 別添７、別添７の様式４

4 歯科外来診療環境体制加算２

令和６年３月31日時点で歯科外来診療環境体制加算２の
施設基準に係る届出を行っている保険医療機関について
は、令和７年５月31日までの間に限り、１の（３）のウ及び
（４）のウからコまでの基準を満たしているものとする。

歯科外来診療感染対策加算３、４
別添７、別添７の様式４
の１の２

5 急性期充実体制加算

令和６年３月31日において現に急性期充実体制加算に係る
届出を行っている保険医療機関については、令和７年５月
31日までの間に限り、２の(2)又は３の(2)の基準を満たして
いるものとみなす。

急性期充実体制加算１、２
別添７、別添７の様式
14

6
超急性期脳卒中加算
（別添３の第３の１の（１）のイに該当する場合に限る。）

令和６年３月31日時点で超急性期脳卒中加算に係る届出を
行っている保険医療機関については、令和７年５月31日ま
での間に限り、１の（１）のイの（ニ）の基準を満たしているも
のとみなす。

超急性期脳卒中加算
別添７、別添７の様式
15

初
・
再
診
料

入
院
基
本
料
等
加
算



令和７年５月31日まで経過措置の施設基準

7 救命救急入院料
令和６年３月31日時点で、現に救命救急入院料の届出を
行っている治療室にあっては、令和７年５月31日までの間に
限り、１の（８）に該当するものとみなす。

救命救急入院料１～４
別添７、別添７の様式
42

8 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
令和６年３月31日時点で、現に脳卒中ケアユニット入院医療
管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和７年５
月31日までの間に限り、１の(11)に該当するものとみなす。

脳卒中ケアユニット入院医療管理料
別添７、別添７の様式
45

9 小児特定集中治療室管理料
令和６年３月31日時点で、現に小児特定集中治療室管理料
の届出を行っている治療室にあっては、令和７年５月31日ま
での間に限り、１の(９)に該当するものとみなす。

小児特定集中治療室管理料
別添７、別添７の様式
43の2

10 新生児特定集中治療室管理料
令和６年３月31日時点で、現に新生児特定集中治療室管理
料の届出を行っている治療室にあっては、令和７年５月31
日までの間に限り、１の(８)に該当するものとみなす。

新生児特定集中治療室管理料１、２
別添７、別添７の様式
42の2

11 総合周産期特定集中治療室管理料

令和６年３月31日の時点で、現に総合周産期特定集中治療
室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和７年
５月31日までの間に限り、１の（１）のケ及び（２）のイ（第５の
１の（８）に限る。）を満たしているものとみなす。

総合周産期特定集中治療室管理料
別添７、別添７の様式
42の2

12 回復期リハビリテーション病棟入院料１、２

令和６年３月31日において現に回復期リハビリテーション病
棟入院料１又は回復期リハビリテーション病棟入院料２に係
る届出を行っている病棟については、令和７年５月31日まで
の間に限り、当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従の
常勤の社会福祉士等が一名以上配置されているものとみな
す。

回復期リハビリテーション病棟入院料１、２
別添７、別添７の様式
49

○特掲診療料

区分 項番
届出対象

（令和６年３月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関）

経過措置に係る要件（概要） 令和７年６月１日以降、算定する施設基準 届出が必要な様式※

医
学
管
理

1
歯科疾患管理料の注 10 に規定するかかりつけ歯科医
機能強化型歯科診療所

令和６年３月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改
正する告示」による改正前のかかりつけ歯科医機能強化型
歯科診療所の施設基準に係る届出を行っている保険医療
機関については、令和７年５月31日までの間に限り、１の(２)
のイ及びエ、(３)並びに(６)の基準を満たしているものとす
る。

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強
化加算

別添２、別添２の様式
17の２

※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。

※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。

特
定
入
院
料



令和７年５月31日まで経過措置の施設基準
（参考）

令和７年６月１日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等

○基本診療料

区分 項番 対象 経過措置に係る要件（概要） 令和７年６月１日以降、算定する施設基準

1 医療情報取得加算
１の（４）については、令和７年５月31日までの間に限り、当
該基準を満たしているものとみなす。

医療情報取得加算

2 医療ＤＸ推進体制整備加算１～６
１の(９)については、令和７年５月31日までの間に限り、当該
基準を満たしているものとみなす。

医療ＤＸ推進体制整備加算１～６

3 地域包括診療加算１、２
令和６年３月31日において現に地域包括診療加算の届出を
行っている保険医療機関については、令和７年５月31日まで
の間に限り、１の(４)を満たしているものとする。

地域包括診療加算１、２

4 歯科点数表の初診料の注１
令和７年５月31日までの間に限り、１の(６)に該当するものと
みなす。

歯科点数表の初診料の注１

5 地域歯科診療支援病院歯科初診料
令和７年５月31日までの間に限り、１の(11)に該当するもの
とみなす。

地域歯科診療支援病院歯科初診料

6 意思決定支援の基準

令和６年３月31日において現に入院基本料又は特定入院料
に係る届出を行っている病棟又は病床（同日において、療
養病棟入院基本料、有床診療所在宅患者支援病床初期加
算、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般入院料の注７
に規定する施設基準の届出を行っている病棟又は病床を除
く。）については、令和７年５月31日までの間に限り、（１）の
基準を満たしているものとする。

各入院基本料等

初
・
再
診
料

入
院
料



令和７年５月31日まで経過措置の施設基準

区分 項番 対象 経過措置に係る要件（概要） 令和７年６月１日以降、算定する施設基準

7 身体的拘束最小化の基準

令和６年３月31日において現に入院基本料又は特定入院料
に係る届出を行っている病棟又は病床については、令和７
年５月31日までの間に限り、(１）から(５）までの基準を満たし
ているものとする。

各入院基本料等

8 診療録管理体制加算１～３

許可病床数が200床以上の保険医療機関については、「安
全管理ガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安
全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を
対象として、少なくとも年１回程度、定期的に必要な情報セ
キュリティに関する研修を行っていること。ただし、令和６年３
月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保
険医療機関（許可病床数が200床以上400床未満のものに
限る。）については、令和７年５月31日までの間、当該基準
を満たしているものとみなす。

診療録管理体制加算１～３

9 後発医薬品使用体制加算
令和７年５月31日までの間に限り、１の（８）に該当するもの
とみなす。

後発医薬品使用体制加算

10 バイオ後続品使用体制加算
１の(５)については、令和７年５月31日までの間に限り、当該
基準を満たしているものとみなす。

バイオ後続品使用体制加算

11 医療的ケア児（者）入院前支援加算
令和７年５月31日までの間に限り、(１)の基準を満たしている
ものとする。

医療的ケア児（者）入院前支援加算

12 協力対象施設入所者入院加算
令和７年５月31日までの間に限り、１の(４)に該当するものと
みなすこと。

協力対象施設入所者入院加算

13 特定集中治療室管理料１～６
令和６年３月31日時点で、現に特定集中治療室管理料の届
出を行っている治療室にあっては、令和７年５月31日までの
間に限り、１の(13)に該当するものとみなす。

特定集中治療室管理料１～６

料
等

入
院
基
本
料
等
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算



令和７年５月31日まで経過措置の施設基準

区分 項番 対象 経過措置に係る要件（概要） 令和７年６月１日以降、算定する施設基準

14
特定集中治療室管理料「注７」に掲げる特定集中治療室
遠隔支援加算（支援側医療機関）

当該保険医療機関が支援する被支援側医療機関に、「基本
診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医
療法第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと
認められる同条第二項第十四号に規定する区域に所在す
る保険医療機関が含まれること。なお、令和７年５月31日ま
での間に限り、当該基準を満たすものであること

特定集中治療室管理料「注７」に掲げる特定集中治療室
遠隔支援加算（支援側医療機関）

15 ハイケアユニット入院医療管理料１、２
令和６年３月31日時点で、現にハイケアユニット入院医療管
理料の届出を行っている治療室にあっては、令和７年５月31
日までの間に限り、１の(７)に該当するものとみなす。

ハイケアユニット入院医療管理料１、２

16 地域包括ケア病棟入院料１

令和６年３月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料１に
係る届け出を行っている保険医療機関については、令和７
年５月31日までの間、(１)、(２)、(６)並びに(８)のイ、ウ及びオ
の規定に限り、なお従前の例による。

地域包括ケア病棟入院料１

17 地域包括ケア入院医療管理料１

令和６年３月31日時点で現に地域包括ケア入院医療管理料
１に係る届け出を行っている保険医療機関については、令
和７年５月31日までの間、(１)、(２)及び(６)（２の(８)のイ、ウ
及びオに限る。）の規定に限り、なお従前の例による。

地域包括ケア入院医療管理料１

18 地域包括ケア病棟入院料２

令和６年３月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料２に
係る届け出を行っている保険医療機関については、令和７
年５月31日までの間、(２)（２の(１)及び(２)に限る。）、(４)の
ア、エ、オ及びキ並びに(５)の規定に限り、なお従前の例に
よる。

地域包括ケア病棟入院料２



令和７年５月31日まで経過措置の施設基準

区分 項番 対象 経過措置に係る要件（概要） 令和７年６月１日以降、算定する施設基準

19 地域包括ケア入院医療管理料２

令和６年３月31日時点で現に地域包括ケア入院医療管理料
２に係る届け出を行っている保険医療機関については、令
和７年５月31日までの間、(２）（３の(１）並びに４の(４)のア、
エ、オ及びキに限る。）の規定に限り、なお従前の例による。

地域包括ケア入院医療管理料２

20 地域包括ケア病棟入院料３

令和６年３月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料３に
係る届け出を行っている保険医療機関については、令和７
年５月31日までの間、(２)（２の（５）、（６）並びに(８)のイ、ウ
及びオに限る。）及び（３）の規定に限り、なお従前の例によ
る。

地域包括ケア病棟入院料３

21 地域包括ケア入院医療管理料３

令和６年３月31日時点で地域包括ケア入院医療管理料３に
係る届け出を行っている保険医療機関については、令和７
年５月31日までの間、(２)（２の（８）のイ、ウ及びオ並びに３
の（２）及び(３)に限る。）及び(３)の規定に限り、なお従前の
例による。

地域包括ケア入院医療管理料３

22 地域包括ケア病棟入院料４

令和６年３月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料４に
係る届出を行っている保険医療機関については、令和７年５
月31日までの間、（２）（４の(４)のア、エ、オ及びキ並びに
（５）並びに６の（３）に限る。）の規定に限り、なお従前の例に
よる。

地域包括ケア病棟入院料４

23 地域包括ケア入院医療管理料４

令和６年３月31日時点で現に地域包括ケア入院医療管理料
４に係る届出を行っている保険医療機関については、令和７
年５月31日までの間、（２）（５の（２）（４の（４）のア、エ、オ及
びキに限る。）及び７の（３）に限る。）の規定に限り、なお従
前の例による。

地域包括ケア入院医療管理料４

特
定
入
院
料



令和７年５月31日まで経過措置の施設基準

区分 項番 対象 経過措置に係る要件（概要） 令和７年６月１日以降、算定する施設基準

24 精神科地域包括ケア病棟入院料

令和６年３月31日において現に精神病棟入院基本料、精神
科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院
料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院
医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院
料又は地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を行って
いる病棟については、令和７年５月31日までの間に限り、
(11)から(14)に該当するものとする。

精神科地域包括ケア病棟入院料

25 特定一般病棟入院料

令和６年３月31日時点で現に注７に係る届出を行っている保
険医療機関については、令和７年５月31日までの間、１の
(５)のサ、シ並びにチの②、③及び⑤の規定に限り、なお従
前の例による。

特定一般病棟入院料

○特掲診療料

区分 項番 対象 経過措置に係る要件（概要） 令和７年６月１日以降、算定する施設基準

1 がん性疼痛緩和指導管理料
令和７年５月31日までの間に限り、２の（４）に該当するもの
とみなす。

がん性疼痛緩和指導管理料

2 院内トリアージ実施料
令和７年５月31日までの間に限り、１の（３）に該当するもの
とみなす。

院内トリアージ実施料

3 地域包括診療料１、２
令和６年３月31日において現に地域包括診療料の届出を
行っている保険医療機関については、令和７年５月31日まで
の間に限り、１の(４)を満たしているものとする。

地域包括診療料１、２



令和７年５月31日まで経過措置の施設基準

区分 項番 対象 経過措置に係る要件（概要） 令和７年６月１日以降、算定する施設基準

4 外来腫瘍化学療法診療料１
令和６年３月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料１の届出
を行っている保険医療機関については、令和７年５月31日ま
での間、１の(15)の基準を満たしているものとする。

外来腫瘍化学療法診療料１

5 外来腫瘍化学療法診療料３
令和７年５月31日までの間に限り、(４)の基準を満たしている
ものとする。

外来腫瘍化学療法診療料３

6 ハイリスク妊産婦共同管理料
令和７年５月31日までの間に限り、１の（２）に該当するもの
とみなす。

ハイリスク妊産婦共同管理料

7
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強
化加算

令和７年５月31日までの間、１の（２）のイ及びエ、（４）のア、
（５）並びに（９）のオ及びシの規定の適用については、「診療
報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の規定
による令和６年５月31日以前の各区分の算定回数及び改正
後の規定による令和６年６月１日以降の各区分の算定回数
を合計して差し支えない。

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強
化加算

8 在宅療養支援診療所

令和６年３月31日時点で在宅療養支援診療所の届出を行っ
ている診療所については、（１）のツ又は（２）のツについて
は、令和７年５月31日の間に限り、基準を満たしているもの
とする。

在宅療養支援診療所

9 在宅療養支援歯科診療所１、２

令和７年５月31日までの間、１の（１）のア及びのクの(イ)並
びに（２）のアの規定の適用については、「診療報酬の算定
方法の一部を改正する件」による改正前の規定による令和
６年５月31日以前の各区分の算定回数及び改正後の規定
による令和６年６月１日以降の各区分の算定回数を合計し
て差し支えない。

在宅療養支援歯科診療所１、２

10 在宅療養支援歯科病院

令和７年５月31日までの間、１の（１）のア及びキの(イ)の規
定の適用については、「診療報酬の算定方法の一部を改正
する件」による改正前の規定による令和６年５月31日以前の
各区分の算定回数及び改正後の規定による令和６年６月１
日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。

在宅療養支援歯科病院

医
学
管
理



令和７年５月31日まで経過措置の施設基準

区分 項番 対象 経過措置に係る要件（概要） 令和７年６月１日以降、算定する施設基準

11 在宅療養支援病院

令和６年３月31日時点で在宅療養支援病院の届出を行って
いる病院について、(１)のチ、(１)のテ、(２)のチ、(２)のテ及び
(３)のシについては、令和７年５月31日までの間に限り基準
を満たしているものとする。

在宅療養支援病院

12 介護保険施設等連携往診加算
令和７年５月31日までの間に限り、１の（４）に該当するもの
とみなす。

介護保険施設等連携往診加算

13 在宅医療ＤＸ情報活用加算１、２
１の(７)については、令和７年５月31日までの間に限り、当該
基準を満たしているものとみなす。

在宅医療ＤＸ情報活用加算１、２

14 在宅医療情報連携加算
令和７年５月31日までの間に限り、１の(５)の要件を満たすも
のとみなすこと。

在宅医療情報連携加算

15 在宅歯科医療情報連携加算
令和７年５月31日までの間に限り、１の(５)の要件を満たすも
のとみなすこと。

在宅歯科医療情報連携加算

16
在宅患者訪問看護・指導料の注 17に規定する訪問看護
医療ＤＸ情報活用加算

４の(５)については、令和７年５月31日までの間に限り、当該
基準を満たしているものとみなす。

在宅患者訪問看護・指導料の注 17に規定する訪問看
護医療ＤＸ情報活用加算

検
査

17 コンタクトレンズ検査料１～４
１の(１)のアについては、令和７年５月31日までの間に限り、
当該基準を満たしているものとみなす。

コンタクトレンズ検査料１～４

在
宅



令和７年５月31日まで経過措置の施設基準

区分 項番 対象 経過措置に係る要件（概要） 令和７年６月１日以降、算定する施設基準

18 外来後発医薬品使用体制加算
令和７年５月31日までの間に限り、１の（８）に該当するもの
とみなす。

外来後発医薬品使用体制加算

19 一般名処方加算
令和７年５月31日までの間に限り、１の（２）に該当するもの
とみなす。

一般名処方加算

精
神

20 訪問看護医療ＤＸ情報活用加算
１の(５)については、令和７年５月31日までの間に限り、当該
基準を満たしているものとみなす。

訪問看護医療ＤＸ情報活用加算

歯
冠
修
復
及

び
欠
損
補
綴

21
有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算
１、２

令和７年５月31日までの間に限り、１の(５)に該当するものと
みなす。

有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加
算１、２

22
医科点数表第２章第10部手術の通則の第４号又は第18号
に係る届出

令和６年３月31日において医科点数表第２章第10部手術の
通則の第４号又は第18号に係る届出を行っている場合につ
いては、令和七年五月三十一日までの間に限り、第十二の
一の(2) のハ又は二の五の(2) のハに該当するものとみな
す。

各手術

23
9 医科点数表第２章第 10 部手術の通則の５及び６（歯科
点数表第２章第９部手術の通則４を含む。）に掲げる手術

令和７年５月31日までの間に限り、４に該当するものとみな
す。

9 医科点数表第２章第 10 部手術の通則の５及び６（歯
科点数表第２章第９部手術の通則４を含む。）に掲げる
手術

処
方

手
術



令和７年５月31日まで経過措置の施設基準

区分 項番 対象 経過措置に係る要件（概要） 令和７年６月１日以降、算定する施設基準

24 医療ＤＸ推進体制整備加算１～３
１の(10)については、令和７年５月31日までの間に限り、当
該基準を満たしているものとみなす。

医療ＤＸ推進体制整備加算１～３

25 医療情報取得加算
１の(４)については、令和７年５月31日までの間に限り、基準
を満たしているものとみなす。

医療情報取得加算

○訪問看護療養費

区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件（概要） 引き続き算定する施設基準

訪
問
看
護
管
理
療
養
費

1 訪問看護医療ＤＸ情報活用加算
10 の(５)に掲げる基準については、令和７年５月 31 日まで
の間に限り、（５）の基準に該当するものとみなす。

訪問看護医療ＤＸ情報活用加算

調
剤



日医発第 2 4 2号（保険 ）

令 和 ７ 年 ５ 月 ７ 日

都道府県医師会

社会保険担当理事 殿

日本医師会常任理事

長 島 公 之

（公印省略）

疑義解釈資料の送付について（その 24）

令和６年度診療報酬改定に関する情報等につきましては、令和６年３月７日付け（日医発第

2149 号（保険））「令和６年度診療報酬改定に係る省令、告示、通知のご案内について」等に

より、逐次ご連絡申し上げているところであります。

今般、厚生労働省より、令和６年度診療報酬改定に関するＱ＆Ａ「疑義解釈資料の送付

について（その 24）」が発出されましたので、ご連絡申し上げます。

つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。

なお、本件につきましては、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険

の「令和６年度 診療報酬改定に関する情報」に掲載を予定しております。

＜添付資料＞

疑義解釈資料の送付について（その 24）

（令 7.4.25 事務連絡 厚生労働省保険局医療課）



 

事  務  連  絡 

令和７年４月 25 日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その24） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する告示（令和６年厚生労働省告示第 57 号）等につ

いては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６年３

月５日保医発 0305 第４号）等により、令和６年６月１日より実施することとしていると

ころであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添３までのとおり取

りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 



（別添１） 

医－1 

 

医科診療報酬点数表関係 

 

【医療ＤＸ推進体制整備加算】 

問１ 医療ＤＸ推進体制整備加算の施設基準の１つであるマイナ保険証利用

率は、原則として「医療ＤＸ推進体制整備加算を算定する月の３月前のレ

セプト件数ベースマイナ保険証利用率（同月におけるマイナ保険証利用者

数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金か

ら報告されるものをいう）」を使用することとされている。当該利用率に

は通常の外来患者がマイナ保険証を利用した場合のみが反映されている

が、在宅患者がマイナ保険証を利用した場合はどのように対応すべきか。 

（答）令和７年４月から同年９月の間の加算区分の判定にあたっては、令和７年

４月までの実績に限り、社会保険診療報酬支払基金が各医療機関に通知す

るレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に、同月における在宅患者訪問

診療料及び在宅がん医療総合診療料に係る在宅医療ＤＸ情報活用加算１・

２の総算定回数を、同月の外来レセプト件数（社会保険診療報酬支払基金が

通知する「外来レセプト件数」）で除した割合を加えることにより補正した

値を、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として使用しても差し支え

ない。 

   なお、令和７年５月以降の実績については、居宅同意取得型のオンライン

資格確認によるマイナ保険証利用件数が社会保険診療報酬支払基金から通

知するマイナ保険証利用率集計に含まれるよう対応予定であるため、この

ような補正は行わないこととなる。 

 

＜計算方法＞ 

〇 例えば、令和７年４月適用分については、令和７年３月に社会保険診療報酬

支払基金から通知された令和６年11月から令和７年１月までのマイナ保険証

利用率について、以下の計算式により計算し補正することが可能。 

 

補正後の「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」（％） 

＝ 社会保険診療報酬支払基金が通知したマイナ保険証利用率（％）（※） 

     当該月の在宅医療ＤＸ情報活用加算１・２の総算定回数 

外来レセプト件数 

 

（※）利用者数÷外来レセプト件数×100 により算定。 

 

 

×100（％） ＋ 



（別添２） 

歯－1 

 

歯科診療報酬点数表関係 

 

【医療ＤＸ推進体制整備加算】 

問１ 医療ＤＸ推進体制整備加算の施設基準の１つであるマイナ保険証利用

率は、原則として「医療ＤＸ推進体制整備加算を算定する月の３月前のレ

セプト件数ベースマイナ保険証利用率（同月におけるマイナ保険証利用者

数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金か

ら報告されるものをいう）」を使用することとされている。当該利用率に

は通常の外来患者がマイナ保険証を利用した場合のみが反映されている

が、在宅患者がマイナ保険証を利用した場合はどのように対応すべきか。 

（答）令和７年４月から同年９月の間の加算区分の判定にあたっては、令和７年

４月までの実績に限り、社会保険診療報酬支払基金が各医療機関に通知す

るレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に、同月における歯科訪問診療

料に係る在宅医療ＤＸ情報活用加算１・２の総算定回数を、同月の外来レセ

プト件数（社会保険診療報酬支払基金が通知する「外来レセプト件数」）で

除した割合を加えることにより補正した値を、レセプト件数ベースマイナ

保険証利用率として使用しても差し支えない。 

   なお、令和７年５月以降の実績については、居宅同意取得型のオンライン

資格確認によるマイナ保険証利用件数が社会保険診療報酬支払基金から通

知するマイナ保険証利用率集計に含まれるよう対応予定であるため、この

ような補正は行わないこととなる。 

 

＜計算方法＞ 

〇 例えば、令和７年４月適用分については、令和７年３月に社会保険診療報酬

支払基金から通知された令和６年11月から令和７年１月までのマイナ保険証

利用率について、以下の計算式により計算し補正することが可能。 

 

補正後の「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」（新）（％） 

＝ 社会保険診療報酬支払基金が通知したマイナ保険証利用率（％）（※） 

     当該月の在宅医療ＤＸ情報活用加算１・２の総算定回数 

外来レセプト件数 

 

（※）利用者数÷外来レセプト件数×100 により算定。 

 

 

×100（％） ＋ 



（別添３） 

調－1 

 

調剤報酬点数表関係 

 

【医療ＤＸ推進体制整備加算】 

問１ 医療ＤＸ推進体制整備加算の施設基準の１つであるマイナ保険証利用

率は、原則として「医療ＤＸ推進体制整備加算を算定する月の３月前のレ

セプト件数ベースマイナ保険証利用率（同月におけるマイナ保険証利用者

数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金か

ら報告されるものをいう）」を使用することとされている。当該利用率に

は通常の外来患者がマイナ保険証を利用した場合のみが反映されている

が、在宅患者がマイナ保険証を利用した場合はどのように対応すべきか。 

（答）令和７年４月から同年９月の間の加算区分の判定にあたっては、令和７年

４月までの実績に限り、社会保険診療報酬支払基金が各薬局に通知するレ

セプト件数ベースマイナ保険証利用率（※）の代わりに、レセプト件数ベー

スマイナ保険証利用率の分母（社会保険診療報酬支払基金が通知する「外来

レセプト件数」）から、当該月において一度でも在宅患者訪問薬剤管理指導

料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導

料又は介護報酬における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管

理指導費を算定したレセプト件数を引いた数（以下「在宅患者訪問薬剤管理

指導料等を除くレセプト件数」という。）を分母として算出することにより

補正した値を、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として使用しても

差し支えない。 

   なお、令和７年５月以降の実績については、居宅同意取得型のオンライン

資格確認によるマイナ保険証利用件数が社会保険診療報酬支払基金から通

知するマイナ保険証利用率集計に含まれるよう対応予定であるため、この

ような補正は行わないこととなる。 

 

（※）利用者数÷外来レセプト件数×100 により算定 

 

＜計算方法＞ 

〇 例えば、令和７年４月適用分については、令和７年３月に社会保険診療報酬

支払基金から通知された令和６年11月から令和７年１月までのマイナ保険

証利用率について、以下の計算式により計算し補正することが可能。 

 

補正後の「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」（％） 

       社会保険診療報酬支払基金が通知した利用者数 

在宅患者訪問薬剤管理指導料等を除くレセプト件数 
×100（％） ＝ 



 日医発第244号（保険） 

令 和 ７ 年 ５ 月 ７ 日 

都道府県医師会 

社会保険担当理事 殿 

日本医師会常任理事 

長 島  公 之 

（公 印 省 略） 

令和７年度におけるデータ提出加算（Ａ245）及び外来データ提出加算等の取扱いについて 

データ提出加算（Ａ245）及び外来データ提出加算等の施設基準等につきましては、「基本

診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（令和６年３月５日付け

保医発 0305第５号）」並びに「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱

いについて（令和６年３月５日付け保医発 0305第６号）」に示されておりますが、今般、別

添のとおり令和７年度における具体的な手続き等の取扱いについて厚生労働省保険局医療課

より事務連絡が発出されましたので取り急ぎご連絡申し上げます。 

本件につきましては、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「診療

報酬改定に関する情報 ＜令和６年度＞」に情報掲載を予定しております。 

つきましては、貴会会員へのご対応等、よろしくお願い申し上げます。 

【添付資料】 

・令和７年度における「データ提出加算（A245）」の取扱いについて

（令 7.4.30 事務連絡 厚生労働省保険局医療課）

・令和７年度における外来データ提出加算等の取扱いについて

（令 7.4.30 事務連絡 厚生労働省保険局医療課）



事 務 連 絡 

令和７年４月 30 日 

 

各地方厚生（支）局医療課 御中 

 

厚生労働省保険局医療課     

 

 

令和７年度における「データ提出加算（A245）」の取扱いについて 

 

 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和６年

３月５日付け保医発 0305 第５号。以下「施設基準通知」という。）の別添３の第 26 の４

において、区分番号「Ａ２４５」データ提出加算の施設基準等が定められているところで

すが、令和７年度におけるデータ提出加算に係る具体的な手続き等の取扱いは下記のとお

りとしますので、貴管下の保険医療機関等の関係者に周知いただきますようお願いいたし

ます。 

 なお、令和６年度診療報酬改定において、以下の入院料については、施設基準の１つと

してデータ提出加算の届出が追加されたため、引き続き当該入院料を算定するためには、

経過措置期間中にデータ提出加算の届出を行う必要があることにご留意ください。 

 

 ○令和７年９月 30 日までの経過措置 

・区分番号「Ａ３１５」精神科地域包括ケア病棟入院料 

令和６年３月 31 日において現に精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療

入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春

期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域

移行機能強化病棟入院料に係る届出を行っている病棟 

    

 ○令和８年５月 31 日までの経過措置 

・区分番号「Ａ１０３」の「１（10 対１）」及び「２（13 対１）」精神病棟入院基

本料 

・区分番号「Ａ３１１－２」精神科急性期治療病棟入院料 

・区分番号「Ａ３１１－４」児童・思春期精神科入院医療管理料 

令和６年３月 31 日において、現に精神病棟入院基本料（10 対１入院基本料

及び 13 対１入院基本料に限る。）、精神科急性期治療病棟入院料又は児童・思

春期精神科入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関 

  

記 

 

１ データ提出加算の届出を希望する病院であって、令和７年６月１日時点でＤＰＣ対象

病院又はＤＰＣ準備病院でない病院 
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（１）必要な届出等の流れについて 

① 当該病院は、施設基準通知に定める様式 40 の５を、令和７年５月 20 日、８月 20

日、11 月 20 日、令和８年２月 20 日までに地方厚生（支）局医療課長を経由して厚

生労働省保険局医療課長に届け出ること。 

 

② 様式 40 の５の届出を行った病院は、当該届出の期限となっている月の翌月から

起算して２か月分（当該届出の期限が令和８年２月 20 日である場合のみ、当該届

出の期限となっている月を含む２か月分）の試行データを作成し、ＤＰＣ調査事務

局に提出すること。なお、厚生労働省保険局医療課（以下「保険局医療課」という。）

が様式 40 の５を受領した後、ＤＰＣ調査事務局より試行データ作成に係る案内を

電子メールにて送信するので、これに従って試行データを作成すること。 

 

③ 保険局医療課は、ＤＰＣ調査事務局に提出された試行データが適切に作成及び提

出されていることを確認した場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関

として、ＤＰＣ調査事務局を通じて保険局医療課から事務連絡（以下「データ提出

事務連絡」という。）を当該医療機関の担当者あてに電子メールにて送信する。あ

わせて、地方厚生（支）局医療課長等あてにデータ提出の実績が認められた保険医

療機関を通知するとともに、当該通知を厚生労働省のホームページへ公表する。 

 

④ データ提出事務連絡を受けた保険医療機関は、施設基準通知に定める様式 40 の

７を用いて地方厚生（支）局に届出を行うことで、データ提出加算を算定すること

ができる。なお、入院データのみ提出する場合はデータ提出加算１及び３、入院デ

ータ及び外来データを提出する場合はデータ提出加算２及び４を届け出ること。 

 

⑤ 様式 40 の７の届出を行った病院は、算定が開始される月の属する四半期（※）

からデータを作成（以下「本データ」という。）し、ＤＰＣの評価・検証等に係る

調査（退院患者調査）実施説明資料（以下「調査実施説明資料」という。）におい

て指定する期日及び方法により、ＤＰＣ調査事務局に提出する。様式 40 の 7 と本

データ作成開始四半期は以下の表を参照すること。 

（※）第一四半期は２か月分、第二四半期は４か月分となるため留意すること。 
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様式 40 の７ 

受理日 

算定 

開始月 

本データ 

作成 

対象月 

本データ 

提出期限 

（配送） 

本データ 

提出期限 

（オンライン） 

～令和７年 

４月１日（火） 

令和７年 

４月～ 
令和７年 

４月、５月

分 

令和７年 

７月 22 日（火） 

令和７年７月 23 日

（水）12 時 00 分 00

秒まで 
～令和７年 

５月１日（木） 

令和７年 

５月～ 

～令和７年 

６月２日（月） 

令和７年 

６月～ 

令和７年 

６月～９月

分 

令和７年 

10月 22日（水） 

令和７年 10 月 23 日

（木）12 時 00 分 00

秒まで 

～令和７年 

７月１日（火） 

令和７年 

７月～ 

～令和７年 

８月１日（金） 

令和７年 

８月～ 

～令和７年 

９月１日（月） 

令和７年 

９月～ 

～令和７年 

10 月１日（水） 

令和７年 

10 月～ 
令和７年 

10月～12月

分 

令和８年 

１月 22 日（木） 

令和８年 1 月 23 日

（金）12 時 00 分 00

秒まで 

～令和７年 

11 月４日（火） 

令和７年 

11 月～ 

～令和７年 

12 月１日（月） 

令和７年 

12 月～ 

～令和８年 

１月５日（月） 

令和８年 

１月～ 
令和８年 

１月～３月

分 

令和８年 

４月 22 日（水） 

令和８年４月 23 日

（木）12 時 00 分 00

秒まで 

～令和８年 

２月２日（月） 

令和８年 

２月～ 

～令和８年 

３月２日（月） 

令和８年 

３月～ 

～令和８年 

４月１日（水） 

令和８年 

４月～ 
令和８年 

４月、５月

分 

令和８年 

７月下旬予定 

令和８年 

７月下旬予定 ～令和８年 

５月１日（金） 

令和８年 

５月～ 

 

（２）試行データの作成及び提出方法について 

本データに準じた取扱いとするため、提出用データの作成及び提出方法について

は、調査実施説明資料をよく参照すること。また、試行データの作成対象月及び提出

に係るスケジュール等を以下の表にまとめたので、併せて参照すること。なお、デー

タ提出加算２及び４の届出を希望する病院であっても、試行データにおいては、外来

ＥＦ統合ファイル及びＫファイルの作成は必要ない。また、入院ＥＦ統合ファイルは、
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試行データ作成対象月の入院症例全てについて作成すること。なお、様式 40 の５の

届出後、試行データの作成及び提出を辞退する場合における取り下げに係る連絡は不

要とする。後日、以下の表に掲げる提出期限の翌月初旬目安でＤＰＣ調査事務局から

様式 40 の５に記載の連絡担当者宛てに今後の手続きに関する連絡を行うため、それ

までの間、次回試行データに係る様式 40 の５の届出等の手続きは行わないこと。 

 

 

様式 40 の

５届出期限 

試行データ 

作成対象月 

様式１の作成対象症例 
提出期限 

  

  

  

  

  

  

入院日 退院転棟日 

第１回目 令和７年 

５月 20 日 

令和７年 

6 月､7 月 

令和７年６月１日

入院～ 

令和７年６、７月 

退院転棟 

令和７年 

８月 22 日 

第２回目 令和７年 

８月 20 日 

令和７年 

9 月､10 月 

令和７年９月１日

入院～ 

令和７年９、10 月

退院転棟 

令和７年 

11 月 24 日 

第３回目 
令和７年 

11 月 20 日 

令和７年 

12 月、 

令和８年1月 

令和７年12月１日

入院～ 

令和７年 12 月、 

令和８年１月 

退院転棟 

令和８年 

２月 23 日 

第４回目 令和８年 

２月 20 日 

令和８年 

２月、３月 

令和８年２月１日

入院～ 

令和８年２、３月 

退院転棟 

令和８年 

４月 22 日 

※ 第４回目の試行データのみ、作成対象月が様式 40 の５届出期限の月を含めた２か

月分になっていることに注意すること。 

なお、調査実施説明資料に記載する様式 1 以外のデータ作成については下記のとおり。 

・様式３は、試行データ作成対象月各月１日時点の病床等の情報を入力すること。 

・様式４は、試行データ作成対象月に退院した症例全て作成すること（自費患者等も

含める）。 

・入院ＥＦ統合ファイルは、試行データ作成対象月入院中の症例の医科保険診療項目

等を作成すること。 

・Ｈファイルは、試行データ作成対象月の作成対象病棟入院症例の重症度、医療・看

護必要度情報を作成すること。 

 

（３）本データの作成及び提出方法について 

本データの作成等は、保険局医療課が様式 40 の 7 を受理した後、ＤＰＣ調査事務

局から本データ作成等に関する案内が電子メールにて配信されるため、当該連絡に従

い本データを作成すること。その際の作成及び提出方法については、調査実施説明資

料をよく参照すること。なお、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意

事項について」（令和６年３月５日付け保医発 0305 第４号）に定めるとおり、デー

タの提出（データの再照会に係る提出も含む。）に遅延等が認められた場合は、提出

期限月の翌々月において、データ提出加算を算定することができないため、十分注意

すること。なお、遅延等とは調査実施説明資料に定められた期限までに、ＤＰＣ調査

事務局宛に当該医療機関のデータが提出されていない場合（提出時刻が確認できない

手段等、調査実施説明資料に定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含

む。）、提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であ
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った場合（データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。）をいう。

ただし、「Ａ２０７」診療録管理体制加算１の届出を行っている保険医療機関におい

て、サイバー攻撃により診療体制に甚大な影響等が発生し、データを継続的かつ適切

に提出することが困難である場合は、この限りでない。 

また、様式１は、本データ作成開始対象の該当四半期月の初月の１日以降の入院症

例であって、本データ作成対象月の退院転棟症例について作成すること。 

 

（例）令和７年５月 20 日までに様式 40 の５の届出を行い、６月及び７月の試行データ

提出等を経て９月末日までに様式 40 の７の届出を受理された病院は、10 月から 12

月の本データを作成することとなるが、当該データ（様式１）は、令和７年 10 月

１日以降に入院し、10 月から 12 月に退院転棟した患者を対象とする。 

 

２ データ提出加算の届出を希望する病院であって、令和７年６月１日時点でＤＰＣ対象

病院又はＤＰＣ準備病院である病院 

 

「その他病棟グループ」に係る入院基本料等の届出を行っていないＤＰＣ対象病院又

はＤＰＣ準備病院として提出しているデータの内容と、本データとの内容に相違が生じ

ない場合に限り、様式 40 の７の届出のみを行うことで当該加算を算定できる。 

ただし、様式 40 の７の届出をする前に様式 40 の８の届出実績がある病院及び令和７

年５月 31 日時点でＤＰＣ対象病院又はＤＰＣ準備病院であってデータ提出加算の届出

を行っていない病院については、次の手続きによること。 

 

① 当該病院は、様式 40 の５を、地方厚生（支）局医療課長を経由して厚生労働省

保険局医療課長に届け出ること。 

当該届出を行った病院は、当該届出が地方厚生（支）局に受理された月の属する

四半期分のデータを提出する際には、通常ＤＰＣ対象病院又はＤＰＣ準備病院とし

て提出しているデータ（全病棟）を作成し、ＤＰＣ調査事務局に提出すること。な

お、このデータを試行データとして見なすため、提出期限は通常のスケジュールと

同様である。 

 

② 保険局医療課は、ＤＰＣ調査事務局に提出されたデータが適切に作成及び提出さ

れていることを確認した場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関とし

て、ＤＰＣ調査事務局を通じて保険局医療課よりデータ提出事務連絡を当該医療機

関の担当者あてに電子メールにて送信する。あわせて、地方厚生（支）局医療課長

等あてにデータ提出の実績が認められた保険医療機関を通知するとともに、当該通

知を厚生労働省のホームページへ公表する。 

 

③ データ提出事務連絡を受けた保険医療機関は、様式 40 の７を用いて地方厚生（支）

局に届出を行うことで、データ提出加算を算定することができる。なお、入院デー

タのみ提出する場合はデータ提出加算１及び３、入院データ及び外来データを提出

する場合はデータ提出加算２及び４を届け出ること。 



 - 6 -

 

④ 様式 40 の７の届出を行った病院は、当該届出が受理された月の属する四半期分

からその他病棟グループを含めたデータを作成し、調査実施説明資料において指定

する期日及び方法によりＤＰＣ調査事務局に提出すること。 

 

３ データ提出加算１及び３から加算２及び４への変更を希望する病院 

 

（１） データ提出加算１及び３から加算２及び４への変更を希望する病院は、様式 40

の７を用いて届出を行うこと。 

 

（２） 算定が開始される月の属する四半期分から外来ＥＦ統合ファイル分も含めたデー

タを作成し、調査実施説明資料において指定する期日及び方法によりＤＰＣ調査事

務局に提出すること。 

なお、データ提出加算２及び４の届出を行っている病院が、外来データを提出し

ないものとして、データ提出加算１及び３へ届出を変更することはできない。 

 

４ その他留意事項等 

 

（１） 様式の提出先については、以下のとおりであること。 

①「様式 40 の５」 

病院の所在地を管轄する地方厚生（支）局医療課 

②「様式 40 の７」 

病院の所在地を管轄する地方厚生（支）局各都府県事務所又は指導監査課 

③「様式 40 の８」 

病院の所在地を管轄する地方厚生（支）局医療課 

 

（２） データ提出加算に係る施設基準は、様式 40 の５の届出時点で満たすことは必須で

はなく、様式 40 の７の届出時点で満たしていれば良いこと。 

 

（３） 当該調査年度において、データ提出の遅延等が累積して３回認められた場合には、

３回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出（様式 40 の８の提

出）を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定できな

くなること。この場合、データ提出加算の届出が施設基準の１つとなっている入院

料についても算定できなくなるため十分に注意すること。なお、「遅延等」の考え

方は１の（３）と同様である。 

 

（４） （３）に該当しデータ提出加算を算定できなくなった場合は、データ提出加算に

係る施設基準を満たさなくなった日の属する月の翌月から起算して１年に限り、急

性期一般入院料６、地域一般入院料３又は療養病棟入院料２について、データ提出

加算に係る届出を行っているものとみなすことができる。 
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（５） データ提出等に関する連絡は、１（１）③のデータ提出事務連絡を含め様式 40

の５にて登録された連絡担当者へ保険局医療課担当者又はＤＰＣ調査事務局より、

原則、電子メールにて送信されるため、確認漏れのないよう注意すること。 



 

事 務 連 絡 

令和７年４月 30 日 

 

各地方厚生（支）局医療課 御中 

 

厚生労働省保険局医療課     

 

 

令和７年度における外来データ提出加算等の取扱いについて 

 

  外来医療等におけるデータ提出に係る評価として令和６年度診療報酬改定において

は、区分番号「Ｂ００１－３」生活習慣病管理料(Ⅰ)の注４及び「Ｂ００１－３－３」生

活習慣病管理料（Ⅱ）の注４に規定する外来データ提出加算、区分番号「Ｃ００２」在宅

時医学総合管理料の注 13、区分番号「Ｃ００２－２」施設入居時等医学総合管理料の注７、

区分番号「Ｃ００３」在宅がん医療総合診療料の注７に規定する在宅データ提出加算、区

分番号「Ｈ０００」心大血管疾患リハビリテーション料の注６、区分番号「Ｈ００１」脳

血管疾患等リハビリテーション料の注８、区分番号「Ｈ００１－２」廃用症候群リハビリ

テーション料の注８、区分番号「Ｈ００２」運動器リハビリテーション料の注８、区分番

号「Ｈ００３」呼吸器リハビリテーション料の注６に規定するリハビリテーションデータ

提出加算（以下「外来データ提出加算等」という。）については、「特掲診療料の施設基

準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（令和６年３月５日付け保医発 0305

第６号。以下「施設基準通知」という。）」にその手続きの取扱いについて、お示してい

るところですが、令和７年度における外来データ提出加算等に係る具体的な手続き等の取

扱いは下記のとおりとしますので、貴管下の保険医療機関等の関係者に周知いただきます

ようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 外来データ提出加算等の届出を希望する保険医療機関の手続きについて 

（１）必要な届出等の流れについて 

① 当該保険医療機関は、施設基準通知に定める様式７の 10 を、令和７年５月 20 日、

８月 20 日、11 月 20 日又は令和８年２月 20 日までに地方厚生（支）局医療課長を

経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出ること。なお、複数の外来データ提出

加算等の届出を希望する場合は、該当する項目にチェックし届け出ること。 

 

② 様式７の 10 の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の

翌月から起算して２か月分（当該届出の期限が令和８年２月 20 日である場合のみ、

当該届出の期限となっている月を含む２か月分）の試行データを作成し、外来医療

等調査事務局に提出すること。なお、厚生労働省保険局医療課（以下「保険局医療

課」という。）が様式７の 10 を受領した後、外来医療等調査事務局より試行デー
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タ作成に係る案内を電子メールにて送信するので、これに従って試行データを作成

すること。 

 

③ 保険局医療課は、外来医療等調査事務局に提出された試行データが適切に作成及

び提出されていることを確認した場合は、データ提出の実績が認められた保険医療

機関として、保険局医療課からの事務連絡（以下「データ提出事務連絡」という。）

を当該医療機関の担当者あてに外来医療等調査事務局から電子メールにて送信す

る。あわせて、地方厚生（支）局医療課長等あてにデータ提出の実績が認められた

保険医療機関を通知するとともに、当該通知を厚生労働省のホームページへ公表す

る。 

 

④ データ提出事務連絡を受けた保険医療機関は、施設基準通知に定める様式７の 11

を用いて地方厚生（支）局に届出を行うことで、外来データ提出加算等を算定する

ことができる。なお、複数の外来データ提出加算等について届出を行う場合は、該

当する項目にチェックし届け出ること。 

 

⑤ 様式７の 11 の届出を行った保険医療機関は、算定が開始される月の属する四半

期（※）からデータを作成（以下「本データ」という。）し、「外来医療、在宅医

療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料（以下「調査実

施説明資料」という。）において指定する期日及び方法により、外来医療等調査事

務局に提出すること。 

（※）第一四半期は２か月分であり、第二四半期は４か月分となるため留意するこ

と。なお、令和７年度の様式７の 11 の受理日及び作成すべきデータの関係につ

いては以下のとおり例示を示す。 

 

様式７の 11 

受理日 

算定 

開始月 

本データ 

作成 

対象月 

本データ 

提出期限 

（配送） 

本データ 

提出期限 

（オンライン） 

～令和７年 

４月１日（火） 

令和７年 

４月～ 令和７年 

４月､５月分 

令和７年 

７月 16 日（水） 

令和７年 

7 月 17 日（木） 

12時 00分 00秒まで 
～令和７年 

５月１日（木） 

令和７年 

５月～ 

～令和７年 

６月２日（月） 

令和７年 

６月～ 

令和７年 

６月～９月

分 

令和７年 

10月 15日（水） 

令和７年 

10 月 16 日（木） 

12時 00分 00秒まで 

～令和７年 

７月１日（火） 

令和７年 

７月～ 

～令和７年 

８月１日（金） 

令和７年 

８月～ 

～令和７年 

９月１日（月） 

令和７年 

９月～ 
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～令和７年 

10 月１日（水） 

令和７年 

10 月～ 
令和７年 

10 月～12 月

分 

令和８年 

１月 21 日（水） 

令和８年 

１月 22 日（木） 

12時 00分 00秒まで 

～令和７年 

11 月４日（火） 

令和７年 

11 月～ 

～令和７年 

12 月１日（月） 

令和７年 

12 月～ 

～令和８年 

１月５日（月） 

令和８年 

１月～ 
令和８年 

１月～３月

分 

令和８年 

４月 15 日（水） 

令和８年 

４月 16 日（木） 

12時 00分 00秒まで 

～令和８年 

２月２日（月） 

令和８年 

２月～ 

～令和８年 

３月２日（月） 

令和８年 

３月～ 

～令和８年 

４月１日（水） 

令和８年 

４月～ 令和８年 

４月、５月分 

令和８年 

７月中旬予定 

令和８年 

７月中旬予定 ～令和８年 

５月１日（金） 

令和８年 

５月～ 

※作成するデータは、受理日で判断することに留意すること。 

 

（２）試行データの作成及び提出方法について 

本データに準じた取扱いとするため、提出用データの作成及び提出方法について

は、調査実施説明資料をよく参照すること。また、試行データの作成対象月及び提出

に係るスケジュール等を以下の表にまとめたので、併せて参照すること。なお、様式

７の 10 の届出後、試行データの作成及び提出を辞退する場合における取り下げに係

る連絡は不要とする。後日、以下の表に掲げる提出期限の翌月初旬目安で外来医療等

調査事務局から様式７の 10 に記載の連絡担当者宛てに今後の手続きに関する連絡を

行うため、それまでの間、次回試行データに係る様式７の 10 の届出等の手続きは行

わないこと。 

 

 

 

様式７の 10 

届出期限 

試行データ 

作成対象月 

オンラインによる 

試行データ提出期限 

第 1 回目 
令和７年 

５月 20 日 

令和７年 

６月､７月 

令和７年８月 28 日（木） 

 12 時 00 分 00 秒まで 

※配送の場合：令和７年８月 27 日（水） 

第 2 回目 
令和７年 

８月 20 日 

令和７年 

９月､10 月 

令和７年 11 月 27 日（木） 

 12 時 00 分 00 秒まで 

※配送の場合：令和７年 11 月 26 日（水） 

第 3 回目 
令和７年 

11 月 20 日 

令和７年 

12 月､ 

令和８年１月 

令和８年２月 26 日（木）  

12 時 00 分 00 秒まで 

※配送の場合：令和８年２月 25 日（水） 
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第 4 回目 
令和８年 

２月 20 日 

令和８年 

２月､３月 

令和８年４月 23 日（木）  

12 時 00 分 00 秒まで 

※配送の場合：令和８年４月 22 日（水） 

※ 第４回目の試行データのみ、作成対象月が様式７の 10 届出期限の月を含めた２か月

分になっていることに注意すること。 

 

（３）本データの作成及び提出方法について 

本データの作成等は、保険局医療課が、様式７の 11 を受理した後、外来医療等調

査事務局から本データ作成等に関する案内が電子メールにて配信されるため、当該連

絡に従い本データを作成すること。その際の作成及び提出方法については、調査実施

説明資料をよく参照すること。なお、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上

の留意事項について」（令和６年３月５日付け保医発 0305 第４号）に定めるとおり、

データの提出を行っていない場合又はデータの提出（データの再照会に係る提出も含

む。）に遅延等が認められた場合、提出期限月の翌々月以降について、算定できなく

なるため、十分注意すること。なお、遅延等とは調査実施説明資料に定められた期限

までに、外来医療等調査事務局宛に当該医療機関のデータが提出されていない場合

（提出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料に定められた提出方法以外の方

法で提出された場合を含む。）、提出されたデータが調査実施説明資料に定められた

データと異なる内容であった場合（データが格納されていない空の媒体が提出された

場合を含む。）をいう。また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実

績が認められた場合は、当該データを提出した月の翌々月以降について、算定ができ

る。 

 

 

２ その他留意事項等について 

（１） 様式の提出先については、以下のとおりであること。 

①「様式７の 10」 

保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生（支）局医療課 

②「様式７の 11」 

保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生（支）局各都府県事務所又は指導監査課 

③「様式７の 12」 

保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生（支）局医療課 

 

（２） 外来データ提出加算等に係る施設基準は、様式７の 10 の届出時点で満たすことは

必須ではなく、様式７の 11 の届出時点で満たしていれば良いこと。 

 

（３） 当該調査年度において、データの提出に遅延等が累積して３回認められた場合に

は、３回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出（様式７の 12

の提出）を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から外来デ

ータ提出加算等が算定できなくなること。なお、「遅延等」の考え方は１の（３）
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と同様である。 

 

（４） データ提出等に関する連絡は、１（１）③のデータ提出事務連絡を含め様式７の

10 にて登録された連絡担当者へ保険局医療課担当者又は外来医療等調査事務局よ

り、原則、電子メールにて送信されるため、確認漏れのないよう注意すること。 

 

（５） 外来医療等調査事務局メールアドレス support@gairai.jp 

    当日１６：３０までに問い合わせのあった質問については、基本的には当日中に 

返信する（土日、祝日及び年末年始を除く）。 



日医発 245 号（保険） 

令和７年５月７日 

都道府県医師会 

 社会保険担当理事 殿 

日本医師会常任理事 

長 島 公 之 

（公印省略） 

 

地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する 

慢性疾患の指導に係る適切な研修の更新について 

 

地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の

指導に係る適切な研修につきましては、令和５年５月 29日付け日医発 437

号（保険）にて改めて整理をいたしました。 

この文書の中で、都道府県医師会に配布した研修用 DVD の内容について

は、更新が必要な部分があれば、当該収録部分の更新や日医 e-ラーニング

のコンテンツを更新し、最新の情報を取得できるようにするなど、必要な補

てんをしていく予定としておりました。 

その後の検討を踏まえ、今般、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の

４疾患について、最新の情報を取得できる内容に更新したことをお知らせい

たします。 

この研修内容のデータにつきましては、下記のリンク先にて、本年 10月

31 日（金）までの間ダウンロードできるようにいたしましたので、都道府

県医師会が主催する研修会などでご活用いただきますよう、ご対応何卒よろ

しくお願いいたします。 

なお、４疾患以外についても必要な補てんの検討を継続していく予定であ

りますので、内容の更新を行うことになった際には改めてご連絡させていた

だきます。 

 

【研修内容データ リンク先】 

https://nihonishikai-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rmatsu_office_med_or_jp/EpobOhyZTT5DnFvVnEm3ZToBX-a1d6GYXmNBP8gabSKMqw?e=1jhlbs 

 

https://nihonishikai-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rmatsu_office_med_or_jp/EpobOhyZTT5DnFvVnEm3ZToBX-a1d6GYXmNBP8gabSKMqw?e=1jhlbs


日医発第263号（保険）

令和 ７ 年 ５ 月 ８ 日

都道府県医師会長 殿

                        日 本 医 師 会 長        

                           松 本 吉 郎

（公印省略）  

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める

掲示事項等の一部改正等について

令和７年４月30日付け令和７年厚生労働省告示第154号及び令和７年厚生労

働省告示第 153 号をもって療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生

労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療料の施設基準等の一部が改正され、

令和７年５月１日より適用とされたところですが、その概要は下記のとおりで

あります。

つきましては、以上の改正内容に関して、貴会会員に周知くださるようお願

い申し上げます。

なお、本件につきましては、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、

医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載を予定しております。

記

１ 掲示事項等告示の一部改正について

レブリキズマブ製剤について、掲示事項等告示第 10 第１号の「療担規則第

20 条第２号ト及び療担基準第 20 条第３号トの厚生労働大臣が定める保険医

が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

２ 特掲診療料の施設基準等の一部改正について

レブリキズマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第９「在宅自己

注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入

器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。



３ 掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について

(１) イブグリース皮下注 250mgオートインジェクター及び同皮下注 250mg シ

リンジ

① 本製剤はレブリキズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者

に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労

働省告示第 59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」とい

う。）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであるこ

と。

② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号

「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号

「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないもの

であること。

４ 関係通知の一部改正について

 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６

年３月５日付け保医発 0305 第 4号）の一部を次のように改正する。

①  別添１第２章第２部第３節Ｃ２００(１)中「及びロザノリキシズマブ製

剤」を「、ロザノリキシズマブ製剤及びレブリキズマブ製剤」に改める。

②  別添３区分０１(５)イ中「及びロザノリキシズマブ製剤」を「、ロザノ

リキシズマブ製剤及びレブリキズマブ製剤」に改める。

③  別添３別表２中「及びロザノリキシズマブ製剤」を「、ロザノリキシズ

マブ製剤及びレブリキズマブ製剤」に改める。

④  別添３別表３中「及びロザノリキシズマブ製剤」を「、ロザノリキシズ

マブ製剤及びレブリキズマブ製剤」に改める。

（添付資料）

１．官報（令７.４.30 号外第 96号抜粋）

２．療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示

事項等の一部改正等について

（令７.４.30 保医発 0430第 1号 厚生労働省保険局医療課長）

（参考資料）

レブリキズマブ製剤の在宅自己注射等について

 （日本医師会医療保険課）



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ

た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ

た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

一
〜
十

（
略
）

一
〜
十

（
略
）

十
一

削
除

十
一

シ
ク
ロ
ホ
ス
フ
ァ
ミ
ド
静
脈
内
投
与
及
び
自
家
末
梢し

よ
う

血
幹
細
胞
移
植
術
の
併
用
療
法

全
身
性
強
皮

症
（
ス
テ
ロ
イ
ド
又
は
少
な
く
と
も
一
種
類
の
ス
テ
ロ
イ
ド
以
外
の
免
疫
抑
制
剤
に
抵
抗
性
を
有
す
る
も
の

に
限
る
。）

十
二
〜
二
十
四

（
略
）

十
二
〜
二
十
四

（
略
）

二
十
五

削
除

二
十
五

マ
ル
チ
プ
レ
ッ
ク
ス
遺
伝
子
パ
ネ
ル
検
査

進
行
再
発
固
形
が
ん
（
非
小
細
胞
肺
が
ん
、
乳
が
ん
、

胃
が
ん
、
大
腸
が
ん
、
膵す
い

が
ん
又
は
胆
道
が
ん
に
限
る
。）

二
十
六
〜
五
十
七

（
略
）

二
十
六
〜
五
十
七

（
略
）

五
十
八

ギ
ル
テ
リ
チ
ニ
ブ
経
口
投
与
療
法

進
行
再
発
非
小
細
胞
肺
が
ん
（
ロ
ル
ラ
チ
ニ
ブ
経
口
投
与
療
法

が
不
忍
容
で
あ
る
も
の
又
は
ロ
ル
ラ
チ
ニ
ブ
経
口
投
与
療
法
に
抵
抗
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｌ
Ｋ

融
合
遺
伝
子
陽
性
の
も
の
に
限
る
。）

（
新
設
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
九

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
、
間
歇け
つ

注
入
シ
リ
ン
ジ
ポ
ン
プ
加
算
、
持
続
血
糖
測
定
器
加
算
及
び
注

入
器
用
注
射
針
加
算
に
規
定
す
る
注
射
薬

別
表
第
九

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
、
間
歇け
つ

注
入
シ
リ
ン
ジ
ポ
ン
プ
加
算
、
持
続
血
糖
測
定
器
加
算
及
び
注

入
器
用
注
射
針
加
算
に
規
定
す
る
注
射
薬

（
略
）

（
略
）

ロ
ザ
ノ
リ
キ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤

ロ
ザ
ノ
リ
キ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤

レ
ブ
リ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤

（
新
設
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
十

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
注
射
薬
等

第
十

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
注
射
薬
等

一

療
担
規
則
第
二
十
条
第
二
号
ト
及
び
療
担
基
準
第
二
十
条
第
三
号
ト
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
医

が
投
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
注
射
薬

一

療
担
規
則
第
二
十
条
第
二
号
ト
及
び
療
担
基
準
第
二
十
条
第
三
号
ト
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
医

が
投
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
注
射
薬

イ
ン
ス
リ
ン
製
剤
、
ヒ
ト
成
長
ホ
ル
モ
ン
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
活
性
型
血
液
凝
固
第
Ⅶ
因
子
製
剤
、
乾
燥

濃
縮
人
血
液
凝
固
第
Ⅹ
因
子
加
活
性
化
第
Ⅶ
因
子
製
剤
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
、
遺
伝
子
組
換

え
型
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
型
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因

イ
ン
ス
リ
ン
製
剤
、
ヒ
ト
成
長
ホ
ル
モ
ン
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
活
性
型
血
液
凝
固
第
Ⅶ
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Ⅶ
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製
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ス
テ
イ
ン
塩

酸
塩
配
合
剤
、
ア
ダ
リ
ム
マ
ブ
製
剤
、
エ
リ
ス
ロ
ポ
エ
チ
ン
（
在
宅
血
液
透
析
又
は
在
宅
腹
膜
灌か
ん

流
を
行
っ

て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
ダ
ル
ベ
ポ
エ
チ
ン

（
在
宅
血
液
透
析
又
は
在
宅
腹
膜
灌か
ん

流
を
行
っ
て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て

使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
テ
リ
パ
ラ
チ
ド
製
剤
、
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
製
剤
、
ヘ
パ
リ
ン
カ
ル
シ
ウ
ム
製
剤
、

オ
キ
シ
コ
ド
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ア
ポ
モ
ル
ヒ
ネ
塩
酸
塩
製
剤
、
セ
ル
ト
リ
ズ
マ
ブ
ペ
ゴ
ル
製
剤
、
ト
シ
リ
ズ

マ
ブ
製
剤
、
メ
ト
レ
レ
プ
チ
ン
製
剤
、
ア
バ
タ
セ
プ
ト
製
剤
、
ｐ
Ｈ
４
処
理
酸
性
人
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
（
皮

下
注
射
）
製
剤
、
電
解
質
製
剤
、
注
射
用
抗
菌
薬
、
エ
ダ
ラ
ボ
ン
製
剤
（
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
患
者
に
対

し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
ア
ス
ホ
タ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
グ
ラ
チ
ラ
マ
ー
酢
酸
塩
製
剤
、
脂
肪

乳
剤
、
セ
ク
キ
ヌ
マ
ブ
製
剤
、
エ
ボ
ロ
ク
マ
ブ
製
剤
、
ブ
ロ
ダ
ル
マ
ブ
製
剤
、
ア
リ
ロ
ク
マ
ブ
製
剤
、
ベ
リ

ム
マ
ブ
製
剤
、
イ
キ
セ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ゴ
リ
ム
マ
ブ
製
剤
、
エ
ミ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
、イ
カ
チ
バ
ン
ト
製
剤
、

サ
リ
ル
マ
ブ
製
剤
、
デ
ュ
ピ
ル
マ
ブ
製
剤
、
ヒ
ド
ロ
モ
ル
フ
ォ
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
イ
ン
ス
リ
ン
・
グ
ル
カ
ゴ

ン
様
ペ
プ
チ
ド

１
受
容
体
ア
ゴ
ニ
ス
ト
配
合
剤
、
ヒ
ド
ロ
コ
ル
チ
ゾ
ン
コ
ハ
ク
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム

製
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
ヒ
トv

o
n
W
illeb
ra
n
d

因
子
製
剤
、
ブ
ロ
ス
マ
ブ
製
剤
、
ア
ガ
ル
シ
ダ
ー
ゼ

ア

ル
フ
ァ
製
剤
、
ア
ガ
ル
シ
ダ
ー
ゼ

ベ
ー
タ
製
剤
、
ア
ル
グ
ル
コ
シ
ダ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
イ
デ
ュ
ル

子
製
剤
、
活
性
化
プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
複
合
体
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
因
子
抗
体
迂う

回
活
性
複
合
体
、
性
腺
刺
激

ホ
ル
モ
ン
放
出
ホ
ル
モ
ン
剤
、
性
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
製
剤
、
ゴ
ナ
ド
ト
ロ
ピ
ン
放
出
ホ
ル
モ
ン
誘
導
体
、
ソ

マ
ト
ス
タ
チ
ン
ア
ナ
ロ
グ
、
顆か

粒
球
コ
ロ
ニ
ー
形
成
刺
激
因
子
製
剤
、
自
己
連
続
携
行
式
腹
膜
灌か
ん

流
用
灌か
ん

流

液
、
在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
用
輸
液
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
ベ
ー
タ

製
剤
、
ブ
プ
レ
ノ
ル
フ
ィ
ン
製
剤
、
抗
悪
性
腫
瘍
剤
、
グ
ル
カ
ゴ
ン
製
剤
、
グ
ル
カ
ゴ
ン
様
ペ
プ
チ
ド

１

受
容
体
ア
ゴ
ニ
ス
ト
、
ヒ
ト
ソ
マ
ト
メ
ジ
ン
Ｃ
製
剤
、
人
工
腎
臓
用
透
析
液
（
在
宅
血
液
透
析
を
行
っ
て
い

る
患
者
（
以
下
「
在
宅
血
液
透
析
患
者
」
と
い
う
。）に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
血
液
凝
固
阻
止

剤
（
在
宅
血
液
透
析
患
者
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
生
理
食
塩
水
（
在
宅
血
液
透
析
患
者
に
対

し
て
使
用
す
る
場
合
及
び
本
号
に
掲
げ
る
注
射
薬
を
投
与
す
る
に
当
た
り
そ
の
溶
解
又
は
希
釈
に
用
い
る
場

合
に
限
る
。）、
プ
ロ
ス
タ
グ
ラ
ン
ジ
ン
I２
製
剤
、
モ
ル
ヒ
ネ
塩
酸
塩
製
剤
、
エ
タ
ネ
ル
セ
プ
ト
製
剤
、
注
射

用
水
（
本
号
に
掲
げ
る
注
射
薬
を
投
与
す
る
に
当
た
り
そ
の
溶
解
又
は
希
釈
に
用
い
る
場
合
に
限
る
。）、
ペ

グ
ビ
ソ
マ
ン
ト
製
剤
、
ス
マ
ト
リ
プ
タ
ン
製
剤
、
フ
ェ
ン
タ
ニ
ル
ク
エ
ン
酸
塩
製
剤
、
複
方
オ
キ
シ
コ
ド
ン

製
剤
、
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
デ
キ
サ
メ
タ
ゾ
ン
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ

ウ
ム
製
剤
、
デ
キ
サ
メ
タ
ゾ
ン
メ
タ
ス
ル
ホ
安
息
香
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
プ
ロ
ト
ン
ポ
ン
プ
阻

害
剤
、
H２
遮
断
剤
、
カ
ル
バ
ゾ
ク
ロ
ム
ス
ル
ホ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
ト
ラ
ネ
キ
サ
ム
酸
製
剤
、
フ
ル
ル

ビ
プ
ロ
フ
ェ
ン
ア
キ
セ
チ
ル
製
剤
、
メ
ト
ク
ロ
プ
ラ
ミ
ド
製
剤
、
プ
ロ
ク
ロ
ル
ペ
ラ
ジ
ン
製
剤
、
ブ
チ
ル
ス

コ
ポ
ラ
ミ
ン
臭
化
物
製
剤
、
グ
リ
チ
ル
リ
チ
ン
酸
モ
ノ
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
・
グ
リ
シ
ン
・
Ｌ

シ
ス
テ
イ
ン
塩

酸
塩
配
合
剤
、
ア
ダ
リ
ム
マ
ブ
製
剤
、
エ
リ
ス
ロ
ポ
エ
チ
ン
（
在
宅
血
液
透
析
又
は
在
宅
腹
膜
灌か
ん

流
を
行
っ

て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
ダ
ル
ベ
ポ
エ
チ
ン

（
在
宅
血
液
透
析
又
は
在
宅
腹
膜
灌か
ん

流
を
行
っ
て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て

使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
テ
リ
パ
ラ
チ
ド
製
剤
、
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
製
剤
、
ヘ
パ
リ
ン
カ
ル
シ
ウ
ム
製
剤
、

オ
キ
シ
コ
ド
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ア
ポ
モ
ル
ヒ
ネ
塩
酸
塩
製
剤
、
セ
ル
ト
リ
ズ
マ
ブ
ペ
ゴ
ル
製
剤
、
ト
シ
リ
ズ

マ
ブ
製
剤
、
メ
ト
レ
レ
プ
チ
ン
製
剤
、
ア
バ
タ
セ
プ
ト
製
剤
、
ｐ
Ｈ
４
処
理
酸
性
人
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
（
皮

下
注
射
）
製
剤
、
電
解
質
製
剤
、
注
射
用
抗
菌
薬
、
エ
ダ
ラ
ボ
ン
製
剤
（
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
患
者
に
対

し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
ア
ス
ホ
タ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
グ
ラ
チ
ラ
マ
ー
酢
酸
塩
製
剤
、
脂
肪

乳
剤
、
セ
ク
キ
ヌ
マ
ブ
製
剤
、
エ
ボ
ロ
ク
マ
ブ
製
剤
、
ブ
ロ
ダ
ル
マ
ブ
製
剤
、
ア
リ
ロ
ク
マ
ブ
製
剤
、
ベ
リ

ム
マ
ブ
製
剤
、
イ
キ
セ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ゴ
リ
ム
マ
ブ
製
剤
、
エ
ミ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
、イ
カ
チ
バ
ン
ト
製
剤
、

サ
リ
ル
マ
ブ
製
剤
、
デ
ュ
ピ
ル
マ
ブ
製
剤
、
ヒ
ド
ロ
モ
ル
フ
ォ
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
イ
ン
ス
リ
ン
・
グ
ル
カ
ゴ

ン
様
ペ
プ
チ
ド

１
受
容
体
ア
ゴ
ニ
ス
ト
配
合
剤
、
ヒ
ド
ロ
コ
ル
チ
ゾ
ン
コ
ハ
ク
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム

製
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
ヒ
トv

o
n
W
illeb
ra
n
d

因
子
製
剤
、
ブ
ロ
ス
マ
ブ
製
剤
、
ア
ガ
ル
シ
ダ
ー
ゼ

ア

ル
フ
ァ
製
剤
、
ア
ガ
ル
シ
ダ
ー
ゼ

ベ
ー
タ
製
剤
、
ア
ル
グ
ル
コ
シ
ダ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
イ
デ
ュ
ル

ス
ル
フ
ァ
ー
ゼ
製
剤
、
イ
ミ
グ
ル
セ
ラ
ー
ゼ
製
剤
、
エ
ロ
ス
ル
フ
ァ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ガ
ル
ス
ル

フ
ァ
ー
ゼ
製
剤
、
セ
ベ
リ
パ
ー
ゼ
ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ベ
ラ
グ
ル
セ
ラ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ラ
ロ
ニ
ダ
ー

ゼ
製
剤
、
メ
ポ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
オ
マ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
季
節
性
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
の
治
療
の
た
め
に
使

用
す
る
場
合
を
除
く
。）、
テ
デ
ュ
グ
ル
チ
ド
製
剤
、
サ
ト
ラ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ビ
ル
ト
ラ
ル
セ
ン
製
剤
、
レ

ム
デ
シ
ビ
ル
製
剤
、
ガ
ル
カ
ネ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
オ
フ
ァ
ツ
ム
マ
ブ
製
剤
、
ボ
ソ
リ
チ
ド
製
剤
、
エ
レ
ヌ
マ
ブ

製
剤
、
ア
バ
ロ
パ
ラ
チ
ド
酢
酸
塩
製
剤
、
カ
プ
ラ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
乾
燥
濃
縮
人
Ｃ
１

イ
ン
ア
ク
チ
ベ
ー

タ
ー
製
剤
、
フ
レ
マ
ネ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
四
週
間
に
一
回
投
与
す
る
場
合
に
限
る
。）、
メ
ト
ト
レ
キ
サ
ー
ト
製

ス
ル
フ
ァ
ー
ゼ
製
剤
、
イ
ミ
グ
ル
セ
ラ
ー
ゼ
製
剤
、
エ
ロ
ス
ル
フ
ァ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ガ
ル
ス
ル

フ
ァ
ー
ゼ
製
剤
、
セ
ベ
リ
パ
ー
ゼ
ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ベ
ラ
グ
ル
セ
ラ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ラ
ロ
ニ
ダ
ー

ゼ
製
剤
、
メ
ポ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
オ
マ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
季
節
性
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
の
治
療
の
た
め
に
使

用
す
る
場
合
を
除
く
。）、
テ
デ
ュ
グ
ル
チ
ド
製
剤
、
サ
ト
ラ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ビ
ル
ト
ラ
ル
セ
ン
製
剤
、
レ

ム
デ
シ
ビ
ル
製
剤
、
ガ
ル
カ
ネ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
オ
フ
ァ
ツ
ム
マ
ブ
製
剤
、
ボ
ソ
リ
チ
ド
製
剤
、
エ
レ
ヌ
マ
ブ

製
剤
、
ア
バ
ロ
パ
ラ
チ
ド
酢
酸
塩
製
剤
、
カ
プ
ラ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
乾
燥
濃
縮
人
Ｃ
１

イ
ン
ア
ク
チ
ベ
ー

タ
ー
製
剤
、
フ
レ
マ
ネ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
四
週
間
に
一
回
投
与
す
る
場
合
に
限
る
。）、
メ
ト
ト
レ
キ
サ
ー
ト
製
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二

（
略
）

二

（
略
）

剤
、
チ
ル
ゼ
パ
チ
ド
製
剤
、
ビ
メ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
四
週
間
を
超
え
る
間
隔
で
投
与
す
る
場
合
を
除
く
。）、

ホ
ス
レ
ボ
ド
パ
・
ホ
ス
カ
ル
ビ
ド
パ
水
和
物
配
合
剤
、ペ
グ
バ
リ
ア
ー
ゼ
製
剤
、パ
ビ
ナ
フ
ス
プ

ア
ル
フ
ァ

製
剤
、
ア
バ
ル
グ
ル
コ
シ
ダ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ラ
ナ
デ
ル
マ
ブ
製
剤
、
ネ
モ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ペ
グ

セ
タ
コ
プ
ラ
ン
製
剤
、
ジ
ル
コ
プ
ラ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
コ
ン
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
テ
ゼ
ペ
ル
マ
ブ
製
剤
、

オ
ゾ
ラ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ト
ラ
ロ
キ
ヌ
マ
ブ
製
剤
、
エ
フ
ガ
ル
チ
ギ
モ
ド

ア
ル
フ
ァ
・
ボ
ル
ヒ
ア
ル
ロ
ニ

ダ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
配
合
剤
、
ド
ブ
タ
ミ
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ド
パ
ミ
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン

製
剤
、
ベ
ド
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ミ
リ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
乾
燥
濃
縮
人
プ
ロ
テ
イ
ン
Ｃ
製
剤
、
メ
コ
バ
ラ
ミ
ン

製
剤
、
ベ
ン
ラ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
四
週
間
を
超
え
る
間
隔
で
投
与
す
る
場
合
を
除
く
。）、
マ
ル
ス
タ
シ
マ
ブ

製
剤
、
ロ
ザ
ノ
リ
キ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
及
び
レ
ブ
リ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤

剤
、
チ
ル
ゼ
パ
チ
ド
製
剤
、
ビ
メ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
四
週
間
を
超
え
る
間
隔
で
投
与
す
る
場
合
を
除
く
。）、

ホ
ス
レ
ボ
ド
パ
・
ホ
ス
カ
ル
ビ
ド
パ
水
和
物
配
合
剤
、ペ
グ
バ
リ
ア
ー
ゼ
製
剤
、パ
ビ
ナ
フ
ス
プ

ア
ル
フ
ァ

製
剤
、
ア
バ
ル
グ
ル
コ
シ
ダ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ラ
ナ
デ
ル
マ
ブ
製
剤
、
ネ
モ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ペ
グ

セ
タ
コ
プ
ラ
ン
製
剤
、
ジ
ル
コ
プ
ラ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
コ
ン
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
テ
ゼ
ペ
ル
マ
ブ
製
剤
、

オ
ゾ
ラ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ト
ラ
ロ
キ
ヌ
マ
ブ
製
剤
、
エ
フ
ガ
ル
チ
ギ
モ
ド

ア
ル
フ
ァ
・
ボ
ル
ヒ
ア
ル
ロ
ニ

ダ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
配
合
剤
、
ド
ブ
タ
ミ
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ド
パ
ミ
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン

製
剤
、
ベ
ド
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ミ
リ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
乾
燥
濃
縮
人
プ
ロ
テ
イ
ン
Ｃ
製
剤
、
メ
コ
バ
ラ
ミ
ン

製
剤
、
ベ
ン
ラ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
四
週
間
を
超
え
る
間
隔
で
投
与
す
る
場
合
を
除
く
。）、
マ
ル
ス
タ
シ
マ
ブ

製
剤
及
び
ロ
ザ
ノ
リ
キ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤

改

正

後

改

正

前

（
総
則
）

（
総
則
）

第
一
条

自
動
車
運
送
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。）が
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則（
以
下「
運

輸
規
則
」
と
い
う
。）第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
以

下
「
輸
送
安
全
規
則
」
と
い
う
。）第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
用
自
動
車
の
運

行
の
業
務
に
従
事
す
る
運
転
者
又
は
特
定
自
動
運
行
保
安
員
（
以
下
「
運
転
者
等
」
と
い
う
。）に
対
し
て
、
対

面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
点
呼
に
関

し
、
そ
の
機
能
等
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
条

自
動
車
運
送
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。）が
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則（
以
下「
運

輸
規
則
」
と
い
う
。）第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
以

下
「
輸
送
安
全
規
則
」
と
い
う
。）第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
用
自
動
車
の
運

行
の
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
運
転
者
又
は
特
定
自
動
運
行
保
安
員
（
以
下
「
運
転
者
等
」
と
い
う
。）に
対

し
て
、
対
面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う

点
呼
に
関
し
、
そ
の
機
能
等
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
）

（
用
語
）

第
二
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
運
輸
規
則
及
び
輸
送
安
全
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の

例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
運
輸
規
則
及
び
輸
送
安
全
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の

例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

業
務
前
自
動
点
呼

運
輸
規
則
及
び
輸
送
安
全
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
者
が
、
機
器
を
用
い
て
、

事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
運
転
者
等
に
対
し
て
行
う
点
呼
を
い
う
。

（
新
設
）

三

（
略
）

二

（
略
）

（
削
る
）

三

完
全
子
会
社
等

事
業
者
の
完
全
子
会
社
（
法
人
が
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
の
全
部
を
有
す
る
他
の
会
社

を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
人
及
び
そ
の
一
若
し
く
は
二
以
上
の
完
全
子
会
社
又
は
法
人
の
一
若
し

く
は
二
以
上
の
完
全
子
会
社
が
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
の
全
部
を
有
す
る
他
の
会
社
は
、
当
該
法
人
の
完
全

子
会
社
と
み
な
す
。）若
し
く
は
完
全
親
会
社
（
会
社
を
完
全
子
会
社
と
す
る
他
の
会
社
を
い
う
。）又
は
当
該

事
業
者
と
完
全
親
会
社
が
同
一
で
あ
る
他
の
会
社
を
い
う
。

（
点
呼
に
使
用
す
る
機
器
の
種
類
）

（
点
呼
に
使
用
す
る
機
器
の
種
類
）

第
三
条

対
面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う

点
呼
に
使
用
す
る
機
器
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

対
面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う

点
呼
に
使
用
す
る
機
器
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

対
面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

対
面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
を
定
め
る
告
示
（
令
和
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
四
十
七
号

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
に
基
づ
き
、
対
面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎





 

保医発 0430 第 1 号 

令和７年４月 30 日 

 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長     殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

 

 

厚生労働省保険局医療課長      

（ 公 印 省 略 ）       

 

 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める 

掲示事項等の一部改正等について 

 

 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成

18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）及び特掲診療料の施設基

準等（平成20年厚生労働省告示第63号）が令和７年厚生労働省告示第154号及び令和７年厚

生労働省告示第153号をもって改正され、令和７年５月１日から適用することとされたとこ

ろですが、その概要は下記のとおりです。 

また、掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等の一部改正に伴い、関係通知を下記

のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹

底をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 掲示事項等告示の一部改正について 

レブリキズマブ製剤について、掲示事項等告示第 10 第１号の「療担規則第 20 条第２

号ト及び療担基準第 20 条第３号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することがで

きる注射薬」として定めたものであること。 

 

２ 特掲診療料の施設基準等の一部改正について 

レブリキズマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第９「在宅自己注射指導

管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に

規定する注射薬」として定めたものであること。 

添付資料２



 

 

３ 掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について 

(１) イブグリース皮下注 250mgオートインジェクター及び同皮下注 250mgシリンジ 

① 本製剤はレブリキズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対し

て指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59

号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号「C101」

在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 

② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在

宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及

び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。 

 

４ 関係通知の一部改正について 

(１) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６年

３月５日付け保医発 0305第４号）の一部を次のように改正する。 

①  別添１第２章第２部第３節Ｃ２００(１)中「及びロザノリキシズマブ製剤」を「、

ロザノリキシズマブ製剤及びレブリキズマブ製剤」に改める。 

②  別添３区分０１(５)イ中「及びロザノリキシズマブ製剤」を「、ロザノリキシズ

マブ製剤及びレブリキズマブ製剤」に改める。 

③  別添３別表２中「及びロザノリキシズマブ製剤」を「、ロザノリキシズマブ製剤

及びレブリキズマブ製剤」に改める。 

④  別添３別表３中「及びロザノリキシズマブ製剤」を「、ロザノリキシズマブ製剤

及びレブリキズマブ製剤」に改める。 

 



（参考：新旧対照表） 

◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和６年３月５日付け保医発 0305第４号） 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

別添１ 

第２章 特掲診療料 

第２部 在宅医療 

第３節 薬剤料 

Ｃ２００薬剤 

(１) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与するこ

とができる。 

【厚生労働大臣の定める注射薬】 

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型

血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化

第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人

血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製

剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合

体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモ

ン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナトロピン放出

ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形

成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心

静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インター

フェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩

製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド

－１受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用

別添１ 

第２章 特掲診療料 

第２部 在宅医療 

第３節 薬剤料 

Ｃ２００薬剤 

(１) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与するこ

とができる。 

【厚生労働大臣の定める注射薬】 

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型

血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化

第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人

血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製

剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合

体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモ

ン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナトロピン放出

ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形

成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心

静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インター

フェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩

製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド

－１受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用



透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジンＩ

２製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、

スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキ

シコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸

エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナト

リウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナト

リウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、Ｈ２遮断剤、カルバゾク

ロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルル

ビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロク

ロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチル

リチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩

配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチ

ン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウ

ム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、

トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製

剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼアルファ製

剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、

エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベ

リムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシ

ズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマ

ブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴ

ン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾン

コハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von 

Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼアル

透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジンＩ

２製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、

スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキ

シコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸

エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナト

リウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナト

リウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、Ｈ２遮断剤、カルバゾク

ロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルル

ビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロク

ロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチル

リチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩

配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチ

ン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウ

ム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、

トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製

剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼアルファ製

剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、

エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベ

リムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシ

ズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマ

ブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴ

ン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾン

コハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von 

Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼアル



ファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼア

ルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製

剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、

セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、

ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テ

デュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、

レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、

ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、

カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤、

フレマネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製

剤、ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物

配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプアルファ製剤、ア

バルグルコシダーゼアルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリ

ズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム

製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ

製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボ

ルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製

剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマ

ブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインＣ製剤、メ

コバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤、

ロザノリキシズマブ製剤及びレブリキズマブ製剤 

 

(２)～(６) (略) 

 

別添３ 

ファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼア

ルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製

剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、

セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、

ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テ

デュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、

レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、

ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、

カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤、

フレマネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製

剤、ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物

配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプアルファ製剤、ア

バルグルコシダーゼアルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリ

ズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム

製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ

製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボ

ルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製

剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマ

ブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインＣ製剤、メ

コバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤、マルスタシマブ製剤及

びロザノリキシズマブ製剤 

 

(２)～(６) (略) 

 

別添３ 



区分０１ 薬剤調整料 

(１)～(４) (略) 

(５) 注射薬 

ア (略) 

イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等

のために投与される薬剤（インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液

凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因

子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固

第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロン

ビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、自己連続

携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激

ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピ

ン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロ

ニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、イン

ターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、

グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト、

ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、

生理食塩水、プロスタグランジンＩ２製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、

エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリ

プタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製

剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナト

リウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デ

キサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロ

トンポンプ阻害剤、Ｈ２遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリ

区分０１ 薬剤調整料 

(１)～(４) (略) 

(５) 注射薬 

ア (略) 

イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等

のために投与される薬剤（インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液

凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因

子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固

第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロン

ビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、自己連続

携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激

ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピ

ン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロ

ニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、イン

ターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、

グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト、

ヒトソマトメジンＣ製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、

生理食塩水、プロスタグランジンＩ２製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、

エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリ

プタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製

剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナト

リウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デ

キサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロ

トンポンプ阻害剤、Ｈ２遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリ



ウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル

製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチル

スコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・

グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エ

リスロポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナ

リン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤及

びセルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチ

ン製剤、アバタセプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮

下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、ア

スホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、

セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリ

ロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマ

ブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、

デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・

グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコル

チゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von 

Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アル

ファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ 

アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製

剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、

セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラ

ロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュ

グルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レム

デシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソ

リチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプ

ウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル

製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチル

スコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・

グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エ

リスロポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナ

リン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤及

びセルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチ

ン製剤、アバタセプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮

下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、ア

スホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、

セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリ

ロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマ

ブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、

デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・

グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコル

チゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von 

Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アル

ファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ 

アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製

剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、

セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラ

ロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュ

グルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レム

デシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソ

リチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプ



ラシズマブ製剤、乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤、フレ

マネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビ

メキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、

ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグル

コシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製

剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コン

シズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロ

キヌマブ製、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダー

ゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製

剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製

剤、乾燥濃縮人プロテインＣ製剤、メコバラミン製剤、ベンラリ

ズマブ製剤、マルスタシマブ製剤、ロザノリキシズマブ製剤及び

レブリキズマブ製剤）に限る。 

なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩製剤」、

「複方オキシコドン製剤」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒ

ドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬液が取り出せない構造で、か

つ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必

要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限

る。ただし、患者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻

薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、患家に当該注

射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬

剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医

の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限りでない。 

 

ウ～オ (略) 

ラシズマブ製剤、乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤、フレ

マネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビ

メキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、

ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグル

コシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製

剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コン

シズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロ

キヌマブ製、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダー

ゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製

剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製

剤、乾燥濃縮人プロテインＣ製剤、メコバラミン製剤、ベンラリ

ズマブ製剤、マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤）

に限る。 

なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩製剤」、

「複方オキシコドン製剤」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒ

ドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬液が取り出せない構造で、か

つ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必

要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限

る。ただし、患者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻

薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、患家に当該注

射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬

剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医

の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限りでない。 

 

ウ～オ (略) 



(６)～(13) (略) 

 

別表２ 

○ インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型

血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化

第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人

血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製

剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合

体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）、性腺

刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナド

トロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒

球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製

剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗

悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容

体アゴニスト、エタネルセプト製剤、ヒトソマトメジンＣ製剤、

ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、グリチルリチン酸

モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、

アダリムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘ

パリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズ

マブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、ア

バタセプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）

製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、

セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、ア

リロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリ

ムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマ

(６)～(13) (略) 

 

別表２ 

○ インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型

血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化

第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人

血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製

剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合

体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）、性腺

刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナド

トロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒

球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製

剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗

悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容

体アゴニスト、エタネルセプト製剤、ヒトソマトメジンＣ製剤、

ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、グリチルリチン酸

モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、

アダリムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘ

パリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズ

マブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、ア

バタセプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）

製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、

セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、ア

リロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリ

ムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマ



ブ製剤、デュピルマブ製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチ

ド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エ

ステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因

子製剤、ブロスマブ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製

剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ガルカネズマ

ブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製

剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃

縮人 C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤、メト

トレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホ

スレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製

剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン

製剤ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペ

ルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフ

ガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合

剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテ

インＣ製剤、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤、マルス

タシマブ製剤、ロザノリキシズマブ製剤及びレブリキズマブ製

剤の自己注射のために用いるディスポーザブル注射器（針を含

む。） 

○ 万年筆型注入器用注射針 

○ 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」の別

表のⅠに規定されている特定保険医療材料 

 

別表３ 

インスリン製剤 

ブ製剤、デュピルマブ製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチ

ド－１受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エ

ステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因

子製剤、ブロスマブ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製

剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ガルカネズマ

ブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製

剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃

縮人 C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤、メト

トレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホ

スレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製

剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン

製剤ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペ

ルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフ

ガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合

剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテ

インＣ製剤、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤、マルス

タシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤の自己注射のため

に用いるディスポーザブル注射器（針を含む。） 

 

○ 万年筆型注入器用注射針 

○ 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」の別

表のⅠに規定されている特定保険医療材料 

 

別表３ 

インスリン製剤 



ヒト成長ホルモン剤 

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤 

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び

乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。） 

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤 

性腺刺激ホルモン製剤 

ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体 

ソマトスタチンアナログ 

顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 

インターフェロンアルファ製剤 

インターフェロンベータ製剤 

ブプレノルフィン製剤 

抗悪性腫瘍剤 

グルカゴン製剤 

グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト 

ヒトソマトメジンＣ製剤 

エタネルセプト製剤 

ペグビソマント製剤 

スマトリプタン製剤 

グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン

塩酸塩配合剤 

ヒト成長ホルモン剤 

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤 

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤 

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤 

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び

乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。） 

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤 

性腺刺激ホルモン製剤 

ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体 

ソマトスタチンアナログ 

顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 

インターフェロンアルファ製剤 

インターフェロンベータ製剤 

ブプレノルフィン製剤 

抗悪性腫瘍剤 

グルカゴン製剤 

グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト 

ヒトソマトメジンＣ製剤 

エタネルセプト製剤 

ペグビソマント製剤 

スマトリプタン製剤 

グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン

塩酸塩配合剤 



アダリムマブ製剤 

テリパラチド製剤 

アドレナリン製剤 

ヘパリンカルシウム製剤 

アポモルヒネ塩酸塩製剤 

セルトリズマブペゴル製剤 

トシリズマブ製剤 

メトレレプチン製剤 

アバタセプト製剤 

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤 

アスホターゼ アルファ製剤 

グラチラマー酢酸塩製剤 

セクキヌマブ製剤 

エボロクマブ製剤 

ブロダルマブ製剤 

アリロクマブ製剤 

ベリムマブ製剤 

イキセキズマブ製剤 

ゴリムマブ製剤 

エミシズマブ製剤 

イカチバント製剤 

サリルマブ製剤 

デュピルマブ製剤 

インスリン・グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤 

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤 

アダリムマブ製剤 

テリパラチド製剤 

アドレナリン製剤 

ヘパリンカルシウム製剤 

アポモルヒネ塩酸塩製剤 

セルトリズマブペゴル製剤 

トシリズマブ製剤 

メトレレプチン製剤 

アバタセプト製剤 

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤 

アスホターゼ アルファ製剤 

グラチラマー酢酸塩製剤 

セクキヌマブ製剤 

エボロクマブ製剤 

ブロダルマブ製剤 

アリロクマブ製剤 

ベリムマブ製剤 

イキセキズマブ製剤 

ゴリムマブ製剤 

エミシズマブ製剤 

イカチバント製剤 

サリルマブ製剤 

デュピルマブ製剤 

インスリン・グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト配合剤 

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤 



遺伝子組換えヒト von Willebrand因子製剤 

ブロスマブ製剤 

メポリズマブ製剤 

オマリズマブ製剤 

テデュグルチド製剤 

サトラリズマブ製剤 

ガルカネズマブ製剤 

オファツムマブ製剤 

ボソリチド製剤 

エレヌマブ製剤 

アバロパラチド酢酸塩製剤 

カプラシズマブ製剤 

乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤 

フレマネズマブ製剤 

メトトレキサート製剤 

チルゼパチド製剤 

ビメキズマブ製剤 

ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤 

ペグバリアーゼ製剤 

ラナデルマブ製剤 

ネモリズマブ製剤 

ペグセタコプラン製剤 

ジルコプランナトリウム製剤 

コンシズマブ製剤 

テゼペルマブ製剤 

遺伝子組換えヒト von Willebrand因子製剤 

ブロスマブ製剤 

メポリズマブ製剤 

オマリズマブ製剤 

テデュグルチド製剤 

サトラリズマブ製剤 

ガルカネズマブ製剤 

オファツムマブ製剤 

ボソリチド製剤 

エレヌマブ製剤 

アバロパラチド酢酸塩製剤 

カプラシズマブ製剤 

乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター製剤 

フレマネズマブ製剤 

メトトレキサート製剤 

チルゼパチド製剤 

ビメキズマブ製剤 

ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤 

ペグバリアーゼ製剤 

ラナデルマブ製剤 

ネモリズマブ製剤 

ペグセタコプラン製剤 

ジルコプランナトリウム製剤 

コンシズマブ製剤 

テゼペルマブ製剤 



オゾラリズマブ製剤 

トラロキヌマブ製剤 

エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ

配合剤 

ベドリズマブ製剤 

ミリキズマブ製剤 

乾燥濃縮人プロテインＣ製剤 

メコバラミン製剤 

ベンラリズマブ製剤 

マルスタシマブ製剤 

ロザノリキシズマブ製剤 

レブリキズマブ製剤 

オゾラリズマブ製剤 

トラロキヌマブ製剤 

エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ

配合剤 

ベドリズマブ製剤 

ミリキズマブ製剤 

乾燥濃縮人プロテインＣ製剤 

メコバラミン製剤 

ベンラリズマブ製剤 

マルスタシマブ製剤 

ロザノリキシズマブ製剤 

（新設） 

 



 

－1－ 

レブリキズマブ製剤の在宅自己注射等について 

保険医が投与することができる注射薬については、掲示事項等告示第 10 第 1 号に定められているが、「既存治療で効果不

十分なアトピー性皮膚炎」を効能・効果とする「レブリキズマブ（遺伝子組換え）」（イブグリース皮下注 250mg オートイン

ジェクター及び同皮下注 250mg シリンジ）については、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とすることが令和７年４月９日

の中医協総会にて了承された。 

これを受け、令和７年４月 30 日付け厚生労働省告示第 154 号により掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等が一部

改正されるとともに、同日付け保医発 0430 第１号厚生労働省保険局医療課長通知により、本件に関する留意事項が示され

た。 
 

(1)令和７年４月 30日付け厚生労働省告示第 154号による掲示事項等告示（平成 18年厚生労働省告示第 107号）の改正 

第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 

一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することがで

きる注射薬 

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ

因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液

凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子

抗体迂う回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモ

ン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆か粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌かん流用灌か

ん流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノ

ルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－１受容体アゴニスト、ヒトソマトメジ

ンＣ製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行っている患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して

使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在

宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場

合に限る。）、プロスタグランジン I２製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げ

る注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリプタン

製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デ

キサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プ

ロトンポンプ阻害剤、H２遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプ

ロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、

グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポ

エチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌かん流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する

場合に限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌かん流を行っている患者のうち腎性貧血状態に

あるものに対して使用する場合に限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、

オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレ

プチン製剤、アバタセプト製剤、ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌

薬、エダラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、

グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ

製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリル

マブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド－１受容体ア

ゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製

剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ ア

ルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスル

ファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマ

ブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。）、テデュグルチド

製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製

剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人Ｃ１－イ

ンアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る。）、メトトレキサート製剤、

【参考資料】
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チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤（四週間を超える間隔で投与する場合を除く。）、ホスレボドパ・ホスカ

ルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ

製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズ

マブ製剤、テゼペルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボル

ヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベ

ドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインＣ製剤、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤（四

週間を超える間隔で投与する場合を除く。）、マルスタシマブ製剤、ロザノリキシズマブ製剤及びレブリキズマ

ブ製剤                                                     ※改正箇所下線部 

(2) 令和７年４月 30日付け保医発 0430第１号による「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

の改正 

第２章 特掲診療料 

第２部 在宅医療 

第３節 薬剤料 

Ｃ２００ 薬剤 

(１) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。 

【厚生労働大臣の定める注射薬】 

（略） 

、ロザノリキシズマブ製剤及びレブリキズマブ製剤 

（２） 以下略 

※改正箇所下線部 

 

（日本医師会医療保険課） 
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